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○ 平成21年中に次の先行取得土地を購入し、平成22年２月16日に「租税特別措置法第37条の９の５第１項に規

定する先行取得土地等の届出書」をＡ税務署に提出 

 所在地 種類 面積 取得価額 摘要 

１ Ａ市△△町７－１－６ 宅地 300㎡ 25,850,000円 仲介手数料850,000円を含む。 

２ Ａ市××町５－７ 宅地 150㎡ 12,000,000円  

 

○ 平成××年（先行取得土地等の取得をした年から10年以内の年）中に、次の事業用土地を売却 

  所在地 種類 面積 譲渡価額 摘要 

１ Ａ市○○町４－８ 宅地 100㎡ 20,000,000円 短期譲渡（一般） 

２ Ａ市○×町７－２－４ 宅地 500㎡ 50,000,000円 長期譲渡（一般） 
 

※ 記載する部分は、便宜上、青色で表示しています。 

【設例】 

「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合

の譲渡所得の課税の特例に関する計算明細書」の記載例 

 

◎ 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例に関する計算明細書」（以下

「計算明細書」といいます。）は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人の方が、租税

特別措置法第37条の９の５に規定する事業用土地等（以下「事業用土地等」といいます。）の譲渡による利益金

額について、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」（租税特別措置

法第37条の９の５）の適用を受ける場合に使用するものです。 

※ この特例に関する詳しいことは、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】のタックスアンサーをご覧いただ

くか、税務署にお尋ねください。 

 

◎ 「計算明細書」を作成する前に、まず、譲渡した事業用土地等について、「譲渡所得の内訳書（確定申告書

付表兼計算明細書）【土地・建物用】」（以下「譲渡所得の内訳書」といいます。）の１面から３面まで（３面の

「４」欄は、「Ｃ 差引金額」欄まで）を作成します。 

 ※ 「譲渡所得の内訳書」の具体的な記載方法や申告書の記載手順については、「譲渡所得の申告のしかた（記

載例）」及び「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書Ｂ用」（国税庁ホームページ

【www.nta.go.jp】からダウンロードできます。なお、税務署にも用意してあります。）をご覧ください。 

 
 

○ 同一年中に事業用土地等の譲渡が二つ以上ある場合は、一の契約ごとに「譲渡所得の内訳書」を作成し

てください。 

○ 事業用土地等の譲渡に係る金額のみを「計算明細書」に書きますので、「譲渡所得の内訳書」の３面の「４」

の金額については、事業用土地等とそれ以外の土地等又は建物等と一括で譲渡（契約）している場合は、

事業用土地等とそれ以外の土地等又は建物等に係る金額をあん分計算の上、事業用土地等に係る金額とそ

れ以外のものとに区分し二段書きで書いてください（店舗併用住宅とその敷地を譲渡した場合など、事業

の用と事業以外の用に併用されている場合のあん分計算は、税務署にお尋ねください。）。 

○ 「特例適用条文」欄には、「措」を「○」で囲み、「37条の９の５」と書きます。 
 

 

◎ 既に税務署に提出した「租税特別措置法第37条の９の５第１項の規定による先行取得土地等の届出書」（以

下「届出書」といいます。）の控えや届出をした土地等の取得価額が分かる書類も用意してください。  

作成に当たっての注意点 

【事業用土地等の譲渡に係る「譲渡所得の内訳書」の作成に当たっての注意点】 

http://www.nta.go.jp/
http://www.nta.go.jp/


 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

×× 

１面（上・中部） 

Ｂ市□□町１－３ 

Ａ市××町５－３－１ 
国 税

コクゼイ

 太郎

タロウ

 

○○－△△△△－×××

× 

不動産貸付 

申告年分、住所（納税地）、

氏名などを書いてください。 

○ 現在の住所（納税地）又は

氏名が既に提出している「届

出書」に記載した住所（納税

地）又は氏名と異なる場合

は、「届出書の住所」欄及び

「旧氏名」欄に、「届出書」

に記載した住所（納税地）又

は氏名を書いてください。 

事業用土地等の利益金額を

計算します。 

○ 事業用土地等の譲渡につ

いて作成した「譲渡所得の

内訳書」３面の「４」の「Ｃ 

差引金額」欄の金額が黒字

となる事業用土地等の譲渡

に係る金額のみ書きます。 

※ 事業用土地等の譲渡が

赤字の場合は、この特例

は適用できません。 

○ 同一年中に二以上の事業

用土地等に係る譲渡がある

場合はそれぞれの金額を書

いてください。 

○ 具体的には左下の「各欄

の説明」をご覧ください。 

事業用土地等の譲渡以外の

土地等又は建物等の譲渡損失

の金額がある場合に書いてく

ださい。 

○ 事業用土地等の譲渡以外

の土地等又は建物等の譲渡

損失の金額（その譲渡につい

て作成した「譲渡所得の内訳

書」３面の「４」の「Ｃ 差

引金額」欄の金額）を、△を

付けないで転記してくださ

い。 

 ※ ➊－➋の金額が赤字と

なる場合は、この特例は適

用できません。 

○ 事業用土地等以外の二以

上の土地等又は建物等の譲

渡がある場合は、それぞれの

譲渡損益を合計した金額（合

計した金額が黒字の場合は

この欄の記載は必要ありま

せん。）となります。 

 

 

「区分」 ☞ 事業用土地等の譲渡について作成した「譲渡所得の内訳書」３面の

「４」の「区分」欄で「○」で囲んだ区分（短期又は長期）と同じ区分を「○」

で囲みます。 
 

「イ 譲渡価額」 ☞ 事業用土地等の譲渡について作成した「譲渡所得の内訳書」

の「①譲渡価額」欄に記載した金額のうち、事業用土地等に係る譲渡価額のみ

書いてください。この事業用土地等に係る譲渡価額は、事業用土地等とそれ以

外の土地等又は建物等と一括で譲渡している場合や事業の用と事業以外の用

とに併用されている場合には、その全体の譲渡価額を、事業用土地等に係る金

額とそれ以外に係る金額にあん分計算した金額となります。 
 

「ロ 取得価額」・「ハ 譲渡費用」 ☞ 事業用土地等について作成した「譲渡所得

の内訳書」の「②取得費」欄のうち(ｲ)欄に記載した金額及び「③譲渡費用」

欄に記載した金額のうち、事業用土地等に係る金額をそれぞれ書いてくださ

い。 

これらの金額は、事業用土地等とそれ以外の土地等又は建物等と一括で譲渡

している場合や事業の用と事業以外の用とに併用されている場合には、「イ譲

渡価額」と同様、その全体の金額を、事業用土地等に係る金額とそれ以外に係

る金額とにあん分計算した金額となります。 
 

「ホ 利益金額の割合」  ☞ 事業用土地等の譲渡が二以上ある場合に、事業用土

地等の利益金額の合計額に占めるそれぞれの事業用土地等の利益金額の割合

を計算します。 

利益金額の割合に小数点以下２未満の端数があるときは、合計が「1.00」と

なるようにそれぞれの数値を調整して書いてください。 

各欄の説明 

50,000,000 14,000,000 1,500,000 34,500,000 0.92 

20,000,000 16,000,000 1,000,000 3,000,000 0.08 

37,500,000 



 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３(1)のａ欄に記載した先行

取得土地等が前年以前にこの特

例の適用を受けたものである場

合に、その適用を受けた年にお

けるその先行取得土地等の特例

適用後の取得価額（取得価額か

ら繰延利益金額を控除した残

額）などを書いてください。 

○ ➌の金額の記載に当たって

は、その適用を受けた年に提

出したこの「計算明細書」の

「４」のⒽの金額を記載して

ください。 

１面の３ (1)のａ～ｃ欄に記載

した対象先行取得土地等の購入代金

（取得価額）を、それぞれ対応する

欄（ａ～ｃ欄）に書いてください。 

○ 購入時の契約において土地等と

建物等の価額が区分されていな

い場合には、土地等と建物等の購

入時の時価の割合で区分した上

で、事業用土地等に係る金額のみ

を書いてください。 

○ また、土地等と建物等を同時に

購入している場合における仲介

手数料等については、土地等と建

物等の購入時の時価の割合で区

分した上で、事業用土地等に係る

金額のみを書いてください。 

 

繰延利益金額及び特例適用後の対

象先行取得土地等の取得価額の計算

を行います。 

この計算は、全ての対象先行取得

土地等の取得価額（Ⓗの金額）が０

となるまで、又は控除する繰延利益

金額がなくなる（ⓒの金額＝➐の金

額）まで行います。 

Ⓗの金額が、特例適用後の対象先行取得土地等の取得価額となりますので、

翌年以後にこの特例を再び適用するときの対象先行取得土地等の取得価額は

この減額後の金額となります。また、対象先行取得土地等を譲渡した場合の譲

渡所得の金額の計算上控除する取得価額も、同様です。 

 

１面（下部） 

21    Ａ市△△町７－１－６  宅地 300 21 10 ５ 21 11 ９  Ａ   22 ２ 16 

21    Ａ市××町５－７    宅地 150 21 ４ ８ 21 ４ 20  Ａ   22 ２ 16 

 

既に提出した「届出書」に記載した内容を基に、本年分でこの特例の適用を受ける対象先行取得土地等の取得年分、

物件の所在地などについて書いてください。 

○ この欄は、実際に特例の適用を受ける対象先行取得土地等（２面の「４」において、実際に、繰越利益金額を控

除して対象先行取得土地等の取得価額を減額（圧縮）することとなるもの）のみ記載しますので、二以上の先行取

得土地等がある場合には、まず、ａ欄に記載した対象先行取得土地等について「３」から「４」までの事項を記載

の上、なお繰越利益金額の控除が可能な場合にのみｂ欄の記載をします。  

○ 平成21年取得分と平成22年取得分の対象先行取得土地等がある場合は、平成21年取得分から先にこの特例を適用

しますので、平成21年分を上に書いてください。 

○ 同一年分の対象先行取得土地等が複数ある場合は、いずれの対象先行取得土地等からこの特例の適用を受けるか

は、自由に選択できます。ただし、前年以前に既にこの特例の適用を受けている対象先行取得土地等があるとき（そ

の対象先行取得土地等について、「４」のⒽの金額があるものに限ります。）はその対象先行取得土地等から先にこ

の特例を適用することになりますので、一番上のａ欄に書いてください。 

 

２面（上部） 

12,000,000 

12,000,000 

25,850,000 

25,000,000 △△市××町１－２ ㈱×× 21 11  9 

仲介手数料 ○○市○○町５－２－１ ○×不動産㈱ 21 11  9 850,000 

××市△△町３－３－２ △○㈱ 21  4 20 

２面（中部） 

30,000,000 

30,000,000 37,500,000 30,000,000 

30,000,000 25,850,000 

25,850,000 4,150,000 12,000,000 4,150,000 7,850,000 

25,850,000 0 
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２面（下部） 

20,000,000 17,000,000 2,400,000 600,000 

50,000,000 15,500,000 27,600,000 6,900,000 

 

 ➑の金額 ☞ 収入金額の該当箇所（短期⇒㋛又は㋜、長期⇒㋝）に転記します。 

 ➒＋➓の金額 ☞ 「○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「必要経費」欄に転記します。 

  ●11 の金額 ☞ 所得金額の該当箇所（短期⇒○59 又は○60 、長期⇒○61 ）、及び「○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に

関する事項」の「差引金額（収入金額－必要経費）」欄に転記します。 

 

○ 事業用土地等の譲渡とそれ以外の土地等又は建物等の譲渡がある場合、「申告書第三表」への転記に当たっては、

それらの金額の合計額を書いてください。 

○ 「特例適用条文」欄には、「措法」を「○」で囲み、その横のマス目に「37」条の「９」の「５」と書きます。 

○ この事例の場合、「申告書第三表」への転記・記載は次のとおりとなります。 

 

この特例の適用を受けるためには、作成した「譲渡所得の内訳書」や「計算明細書」のほか、対象先行取得土地等

に係る登記事項証明書や取得時の売買契約書の写しなどの、対象先行取得土地等の取得の日が平成21年１月１日から

平成22年12月31日までの間であることを確認できる書類を、確定申告書に添付して提出しなければなりません。 

「➓繰延利益金額」欄の金額は、それぞれの区分ごとの利益金額の割合（１

面の「１」のホの㋥、㋭、㋬の割合）によって、➐の金額をあん分した金額を

記載します。 

※ 同一区分（短期又は長期）の事業用土地等の譲渡が二つ以上ある場合は、

利益金額の割合を合計して計算してください。 

 

この事例の場合、短期と長期の事業用土地等の譲渡がありますので、「➓繰

延利益金額」欄に記載する金額は次のとおりとなります。 

【短期】30,000,000円（➐）×0.08（１面の「１」のホの㋥）＝ 2,400,000円 

【長期】30,000,000円（➐）×0.92（１面の「１」のホの㋭）＝27,600,000円 

事業用土地等の譲渡に係る譲

渡所得の金額を計算します。 

○ １面の「１」のイの金額を➑

に、「１」のロとハの合計額を

➒にそれぞれ書いてください。 

同一区分（短期又は長期）の

事業用土地等の譲渡が二つ以

上ある場合は、それぞれの合計

額を書いてください。 

○  この欄の記載が終わりまし

たら、「申告書第三表」の該当

箇所に必要事項を書きます（詳

細は、以下の【申告書第三表の

該当箇所への転記・記載】を参

照してください。）。 

 

申告書第三表の該当箇所への転記・記載 

添付書類 

 

申告書第三表（左部・収入金額欄） 

２０００００００

０ 
５０００００００ 

 

申告書第三表（左部・所得金額欄） 

６０００００ 

６９０００００ 

【短期】 
➑の金額 

【長期】 
➑の金額 

【短期】 

 ●11 の金額 

【長期】 

 ●11 の金額 

 

申告書第三表（右中部） 

短期  
一般  

Ａ市○○町 
４－８  19,400,000 600,000 

長期  
一般  

Ａ市○×町 
７－２－４  43,100,000 6,900,000 

7,500,000 

【短期】 

 ●11 の金額 

【長期】 
 ●11 の金額 

【短期】 

➒＋➓の金額 

 

【長期】 

➒＋➓の金額 

 

 

申告書第三表（右上部・特例適用条文欄） 

３７   ９ ５ 


